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外国人住民に対する日本語教育の充実 

 滋賀県で暮らし、働き、学ぶすべての人が、相互に人権と個性を尊重しながら、多

様性を生かして活躍できる多文化共生の地域社会を目指す 

日本語教育の充実 

○ 地域における日本語教育の体制を維持するため、「地域日本語教育の総合的な体制

づくり推進事業」にかかる予算を確保・充実。 

〇 登録日本語教員および日本語学習支援者の確保・育成に対する支援。 

日本語教育の充実 

○ 外国人住民の増加と多様化が進む中、地域の日本語教育の推進が喫緊の課題で

ある。日本で生活する全ての外国人が生活に必要なレベルの日本語をどこでも習

得できる環境を、継続的に整備することが必要である。 

○ 令和３年度に実施した「滋賀県地域日本語教育実態調査」によると、地域の日

本語教室において、日本語教師や日本語学習支援者の高齢化、人材不足が課題で

ある。 

１．提案・要望内容 

２．提案・要望の理由 
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日本語教育の充実 

● 令和４年 12 月末時点で、本県の外国人人口は 36,158 人となり、過去最高となっ

た。国籍は５年前の 94 の国・地域から 108 の国・地域に増え、多国籍化が進展し

ている。 

 

 

● 「滋賀県多文化共生推進プラン（第２次改定版）」を上位計画とし、令和４年４

月に「滋賀県生活者としての外国人のための地域日本語教育推進アクションプラ

ン」を策定した。日本語および日本社会についての学習機会の提供の更なる推進の

ため、「生活者としての外国人」を対象とした地域日本語教育充実に向けて取り組

んでいる。 

  【令和５年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業】 

  ・専門家を活用した日本語教育モデル事業の実施（甲賀市・日野町） 

  ・日本語学習支援者養成のための研修 など 

●  県内日本語教室の数：28 教室（13 市１町） 

 日本語教室ゼロ地域：５町 
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（本県の取組状況と課題） 

-2-



 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望先】厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外国人就労・定着支援研修事業の拡充 

○  一般財団法人日本国際協力センター（JICE）に委託している「外国人就労・定着

支援研修事業」について、未就業の定住外国人を対象とした就労・定着支援に加え、

中小企業に就業している高度外国人材（技術・人文知識・国際業務等の在留資格）

を対象とした定着支援を構築すること。 

〇 企業の人材確保が深刻化する中、特に理系を中心とした高度人材の国内労働市場で

の獲得競争が激しく、特に県内中小企業は極めて不利な状況にある。 

〇 こうした高度人材不足の直接的・実質的な解消には、外国人材の雇用促進は有力な

手法の一つであり、県内中小企業においても、高度外国人材（技術・人文知識・国際

業務等の在留資格）の雇用が積極的に進められている。 

〇 外国人材の定着や活躍の長期化は企業の重要課題であるが、職場内でのコミュニケ

ーション不足や雇用慣行等に関する知識が不十分なことから離職につながるケース

がある。 

〇 こうした課題には、外国人材への語学習得と文化理解の一体的な取組が有効であ

り、国においては、これまでから、「就労促進」と「定着支援」を目的とした「外国

人就労・定着支援研修事業」による研修が未就業外国人材（定住外国人）を対象とし

て実施（一般財団法人日本国際協力センター（JICE）に委託）されている。 

〇 外国人材の定着や活躍の長期化を促し、産業基盤の安定化を図るためには、中小企

業に就業している高度外国人材を対象とする定着支援制度の構築が必要。 

高度外国人材の雇用促進 

 本県中小企業の人材不足を解消し、経営強化を図るために、高度外国人材の雇用支

援を強化する。 

 高度外国人材の雇用環境の改善等を通じて、活躍の長期化を促し、就労地としての

ブランド化を図る。 

１．提案・要望内容 

２．提案・要望の理由 
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〇 平成 31 年４月に「滋賀県外国人材受入サポートセンター」を開設し、企業・事業所

向けに外国人材活用の支援（在留資格制度や受入れ環境整備）を行うとともに、併せ

て「滋賀県外国人相談センター」を開設し、生活一般や言語習得に関する相談支援を

行っている。 

〇 令和３年 11 月に県・滋賀経済産業協会・ベトナムのハノイ工科大学の三者で覚書

を締結し、ハノイ工科大学の学生を中心とした、現地でのマッチングイベント（合同

企業説明会・面接会）の開催等による「採用促進」や、日本語講座の実施による「学

生へのサポート」など、県内企業のベトナム人材受入れを促進している。 

■現状と課題 

＜国籍別外国人材の変化（滋賀県）＞        単位：人 

年度 総計 ブラジル 中国 フィリピン ベトナム 

H27 １２，２３６ ５，１８８ ２，７５９ １，３２０ ５２７ 

R２ ２０，０１１ ６，６５２ ３，０８９ ２，０２８ ４，３４５ 

R４ ２３，０９６ ７，４４９ ２，４６０ ２，３９０ ５，９４０ 

＜外国人雇用事業所数と主な在留資格別の労働者数（滋賀県）＞   

年度 事業所数 定住外国人 専門的・技術的分野の在留資格 

H27 １，４５０ ８，４２６人 ８１５人 

R２ ２，２９５ １０，９０５人 ３，０６３人 

R４ ２，５７６ １２，３１４人 ４，８２３人 

※専門的・技術的分野の在留資格には、技人国および特定技能を含む。技能実習は含まない。 

〇 平成 27 年度と比較すると、本県の外国人労働者総数は、約２倍増加しており、国籍

別では、ベトナム人材の急増（約 11 倍）が顕著である。 

〇 専門的・技術的分野の在留資格による外国人材は、７年間で約６倍増加し、外国人

を雇用する企業数も約1.8倍増加。今後も企業の外国人雇用は増加すると予測される。 

〇 しかしながら、企業訪問等で現場から以下の声を聞いており、外国人材の定着にお

いては、個々の中小企業単体では解決が困難な課題も多い状況である。 

・外国人材が定着しない。 

・給与条件以外の離職理由は、言語習得、異文化コミュニケーションの不足や、日本

の職業慣習への戸惑いなどである。 

・言語習得と文化理解を一体的に進める取組が重要であるが、中小企業の経営資源で

は賄えない。 

（本県の取組状況と課題） 

担当：商工観光労働部労働雇用政策課産業ひとづくり推進室 

TEL 077－528－3758 

約 11 倍 

約６倍 約1.8倍 
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【提案・要望先】内閣府、総務省、文部科学省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) 公立高等専門学校の設置運営に向けた財政支援 

○ 大学・高専機能強化支援事業の対象期間の拡大 

○ 開校準備や開校後の運営に対する交付税措置 

(2) 技術者への憧れを育む機会やキャリアパスの充実 

 ○ 小学生から段階に応じて科学技術・工業技術への関心を高める施策の充実 

○ 高専卒業生の更なる活躍や処遇改善に係る取組の推進 

地域や産業への技術実装の推進による日本の産業競争力再強化に向け、高等専門人

材を滋賀発で輩出していくため、県立での高等専門学校の設置を目指す。 

高等専門学校の設置への支援 
官民連携を通じた科学技術・ 

イノベーションの推進に資する 

我が国が将来にわたり競争力のある産業を創出し、持続的に発展していくためには、

若者の技術者への夢を育み、地域や世界の社会的課題を解決するイノベーターやＡＩ

等を活用できる人材などの高等専門人材の育成が重要。 

また、国においても、文理の枠を超えた多様性のあるイノベーション人材の育成を

図ることとされ、高等専門学校等の機能強化が掲げられている。（経済財政運営と改革

の基本方針 2023） 

 

(1) 公立高等専門学校の設置運営に向けた財政支援 
○ 本県としては、次代の社会を支える高等専門人材の育成を目的の一つとして、県

内初の高専を公立高専として設置することとしたところであり、国の方針と軌を

一にしていきたいと考えている。 

○ ついては、高専に設置にあたり、開校準備に一定の費用が必要であること、国立

高専の運営費の状況等を考慮すれば、普通交付税における基準財政需要額の算定

は標準的な経費に対して不足しているものと想定されることから、本県高専も対

象となるよう大学・高専機能強化支援事業の対象期間を拡大するとともに、運営に

係る普通交付税措置の増額および設置準備に係る特別交付税措置が必要。 

 

(2)技術者への憧れを育む機会やキャリアパスの充実 
〇 少子化とともに、小・中学生の理科離れが叫ばれる中、理工系人材確保のために

は、小学生から技術への関心や技術者への憧れを高めることが必要。 

理科教育に係る設備整備や教科担任制などの現在の取組の充実にとどまらず、

さらなる施策の検討・実施が必要。 

〇 知や価値を絶え間なく創出していくためには、高専卒業生を含む高度専門人材

を増やしていくことも重要であり、そのためには処遇等の改善も必要。 

１．提案・要望内容 

２．提案・要望の理由 
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(1) 公立高等専門学校の設置運営に向けた財政支援 

本県はこれまで高専が設置されなかった数少ない県の一つであるが、内陸工業県であ

る本県にとって、今後重要となるのは地域と産業を支える高等専門人材である。 

そのため、本県では、産業競争力の再強化を図る令和の時代にこそ、更なる価値が見

出されるものと認識し、県立で高等専門学校を設置することとした。 

現在、令和 10 年４月の開校を目指して準備を進めているところであるが、開校後の

運営費およびその交付税措置を試算したところ、交付税措置額に対して、所要額が大幅

に超過することが見込まれる。 

また、開校まで設置認可の取得準備等様々な経費が必要であり、開校準備を円滑に行

い、かつ安定的に学校運営を行っていくためには、財政措置の拡充が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)技術者への憧れを育む機会やキャリアパスの充実 

これまで人口増加県であった本県も、既に人口減少局面に入っている。 

また、経済産業省が実施した「理工系人材需給状況に関する調査」（平成 30 年４月公

表）において、機械系、ハード・ソフト、プログラム系などの分野において「企業が必

要とする専門分野」が「大学で学んだ専門分野」を上回る、企業ニーズの高い状況であ

ることが判明している。 

このような状況下にあって、特に内陸工業県である本県が、今後も持続的に発展する

ために重要なのは、理工系人材の確保であり、文系・理系を選択する前の小・中学生の

段階から、技術への関心や技術者へのあこがれを高めることがますます必要となってい

る。 

第６期科学技術・イノベーション基本計画では、知や価値を絶え間なく創出していく

ため、教育訓練による人材の質の向上が謳われているが、高度専門人材を増やしていく

ことも重要であり、そのためには高専出身を含む技術者の待遇改善も必要と考えており、

本県としても、令和５年度採用試験から高専出身者の本県職員への採用区分を高卒・短

大卒程度から大学卒業程度に格上げすることとした。 

 

（本県の取組状況と課題） 

担当：総合企画部高専設置準備室 TEL：077－528－4581 

【年間運営費の見込み】 【運営費に係る財源の状況】 

（単位：億円）
所要額 備考

人件費 7.6

基本構想1.0に記載の教職
員数について、国立高専機
構が公表している「役員の
報酬及び教職員の給与の水
準」による比率および平均
年間給与額をベースに試算

運営費 2.0

国立高専機構の令和元年度
決算から学生一人当たり経
費を算出し、本県高専の学
生数600人を掛け合わせて
算出

合計 9.6
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【提案・要望先】厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(1) 障害福祉サービス事業所等施設整備の財源の確保 

○障害福祉計画による障害福祉サービス事業所等の整備を計画的かつ確実に実施す

るため補正予算の編成も含めた一定規模の予算の確保 

(2) 重度障害者等に対する支援体制の充実 

○障害者支援施設から地域生活へ移行する際の重度障害者等の地域生活の体験や施

設における緊急時対応等の取組に対する報酬の充実 

(3) 共生社会の理念等を広く普及啓発するための事業の継続 

○各都道府県で共生社会の実現を目指した啓発事業の継続・充実 
 

(4) 地域生活支援事業費補助金の財源の確保 

○障害の特性や地域の状況に応じて実施する地域生活支援事業を実施するための必

要な財源の確保および「移動支援事業」や「日中一時支援」の個別給付化の検討 

(1)障害福祉サービス事業所等施設整備の財源の確保 

○県障害福祉計画における整備目標の達成や、重度障害のある方が利用する事業所等

の整備を計画的に進めるためには、施設整備にかかる予算の確保が必要。 

(2) 重度障害者等に対する支援体制の充実 

○施設入所者の地域移行を促進するためには、グループホーム等の体験利用や入所施

設における一定期間の空床確保等にかかる報酬の充実が必要。 

(3) 共生社会の理念等を広く普及啓発するための事業の継続 

○平成 28 年に発生した「津久井やまゆり園」事件を踏まえ、全国で研修やフォーラ

ムを開催してきたが、共生社会の理念を浸透させる取組は道半ば。障害福祉従事者

等に加え、経済界などの広く社会への理念普及に力を入れていく必要。 

(4) 地域生活支援事業費補助金の財源の確保 

○地域生活支援事業については、県と市町の国庫補助金の交付額が所要額の６割程度

にとどまっており、安定的、継続的な事業実施のための十分な財源確保および特に

ニーズの高い移動支援事業等を安定した仕組みへしていくための検討が必要。 

障害者の地域生活支援のための基盤整備等の充実 

 重度障害や医療的ケアなど障害のある方が障害の有無によって分け隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指していく。 

１．提案・要望内容 

２．提案・要望の理由 
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(1)障害福祉サービス事業所等施設整備の財源の確保 

○社会福祉施設整備費国庫補助金については、令和２年度までは高い内示率で採択いた

だいてきたが、令和３年度に施設整備補助に係る予算が大幅に減額。令和４年度以降

も同程度であり「滋賀県障害者プラン 2021」に基づく計画的な整備が困難な状況。 

◇国庫補助等の推移                           (単位：百万円) 

 H31 当初 R1 補正 R2 当初 R2 補正 R3 当初 R3 補正 R4 当初 R4 補正 R5 当初 

国予算額 19,500 8,300 17,400 8,200 4,800 8,500 4,810 9,900 4,500 

採択/協議 1/1 7/13 11/11 6/6 1/7 3/3 1/9 1/6 1/5 

内示率 100% 34% 100% 100% 14% 100% 22% 28% 44% 
 

○特に重度障害者が利用できるグループホームを求める要望が多くあり、それに応える

べく整備計画を立てようとする法人があるが、目処が立たない状況が続いているため、

Ｒ８年度までの緊急的な措置として県独自のグループホーム整備事業に取り組む。 
 

(2)重度障害者等に対する支援体制の充実 

○長期間入所している重度障害者の地域移行を進めるためには、新たな環境への適応に

向けて移行支援期間を十分に設けるとともに、地域生活に適応できなかった際の生活

の場の保障として、障害者支援施設に一定期間空床を確保する必要があり、令和３年

度から国の基準を上回る部分を補助するモデル事業を実施。 
 

(3)共生社会の理念等を広く普及啓発するための事業の継続 

○厚生労働省の「共生社会に関する基本理念等普及啓発事業」により、全国各地で共生

社会フォーラムを開催。(H30～R4 年度にかけて全国 24 か所で開催・ｵﾝﾗｲﾝ開催 1 回) 

○今後は、経済界への理念普及やリーダー養成に重点的に取り組む。 

〇共生社会の理念浸透に向け、事業の継続・充実が必要。 

 (18 道県で実施) 
 

(4)地域生活支援事業費補助金の財源の確保 

◇国庫補助実績（県事業・市町事業計）                  （単位：千円) 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 
国 庫 所 要 額 1,122,004 1,159,235 1,204,387 1,241,613 1,256,081 1,280,411 
国 庫 受 入 額 725,780 745,504 753,942 768,709 793,724 787,225 
充 足 率 64.7％ 64.3％ 62.6％ 61.9％ 63.2％ 61.5% 

〇特に移動支援事業は、市町の地域生活支援事業総事業費の 18％(R4 実績)と最も高い割

合を占める事業であり、個別給付化を求める声が市町からあがっている。 

担当：健康医療福祉部障害福祉課 企画指導係 社会活動係 TEL 077-528-3540 

（本県の取組状況と課題） 

約１／４ 
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【提案・要望先】厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）診療報酬改定における物価高騰分の適正な反映 

○ 令和６年度の診療報酬等公的価格の改定において、エネルギー、原材料および資

材価格等の高騰による経費増を適正に反映すること。 

（2）介護報酬改定における介護従事者の処遇改善 

○ 令和６年度介護報酬改定において、介護従事者の給与水準を全産業平均まで引き

上げる措置を講じ、特に、訪問介護員・介護支援専門員の処遇改善を行うこと。 

（3）障害福祉サービス報酬改定における地域生活支援の大幅な充

実および処遇改善 

○ 令和６年度障害福祉サービス報酬改定において、障害者の重度化・高齢化を踏ま

えた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上を図るとともに、障害福祉サ

ービス従事者の確保が極めて困難な状況を鑑み、更なる処遇改善を行うこと。 

１．提案・要望内容 

 医療機関等の経営基盤を支えることにより、３年を超えるコロナ禍を乗り越える 

○ 診療報酬に基づいて運営されている医療機関等は、診療材料費や水道光熱費などの

コスト増を価格転嫁できないことから、経営は著しく圧迫されており、エネルギー、

原材料および資材価格等の高騰による経費増の適正な診療報酬への反映が必要。 

○ 介護従事者の給与水準は、依然として全産業平均より低いため、人材確保に大きな

支障となっており、定着促進の観点からも社会的役割に見合った更なる処遇改善が

必要。特に、訪問介護員は高齢化が著しい上、人材確保が極めて困難な状況にある。

また、介護支援専門員については地域包括ケアシステムの深化・推進の中で一段と

高い専門性が求められ、職責に見合った評価と処遇改善が必要であり、介護職員処

遇改善加算のような介護支援専門員の処遇に直接反映される加算制度が必要。 

○ 障害者の重度化・高齢化が進む状況にあって、施設から地域への移行や生活の質の

向上を実現していくためには、強度行動障害や重症心身障害のある方の地域生活支

援にかかる報酬額の大幅な充実が必要。また、人材確保は大きな課題であり、特に

新卒での採用が極めて少ない状況にあることから、更なる処遇改善が必要。 

２．提案・要望の理由 

社会環境の変化に応じた適切な報酬改定 
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(1) 診療報酬改定における物価高騰分の適正な反映 

○ 令和５年度においては、地方創生臨時交付金を活用し、燃料費、光熱費の物価高騰に伴い

影響を大きく受けている特別高圧電力を利用している医療機関に対して、支援金を支給す

ることにより医療機関の安定運営を図った（原油価格・物価高騰対策事業（医療機関）） 

○ 地方創生臨時交付金による対応では、地方自治体による支援内容に差が生まれ、公平性を

欠く制度になってしまい、医療機関等から不満の声があがっている。 

 

(2) 介護報酬改定における介護従事者の処遇改善 

○ 本県の介護従事者の平均賃金等（令和４年） 

 平均月額賃金 平均年齢 平均勤続年数 

介護支援専門員 345.4 千円 55.5 歳 11.3 年 

介護職員（福祉施設等） 323.5 千円 41.1 歳 7.1 年 

訪問介護従事者 334.9 千円 51.1 歳 11.6 年 

全産業 413.2 千円 43.2 歳 13.1 年 

〔出典〕賃金構造基本統計調査（厚生労働省） 

※一般労働者（6月分給与の算定期間中に実労働日数が 18 日以上、1日当たりの平均所定内

実労働時間数が 5時間以上）について集計したもの。賃金には、賞与 1/12 を含む。 
 

（3）障害福祉サービス報酬改定における地域生活支援の大幅な充

実および処遇改善 
 
○ 本県独自に、市町と共同で「重度障害者地域包括支援事業」を実施しており、強度行動障

害や重症心身障害のある方への対応を行う事業所に対して人員の加配等に要する経費を助

成し、重度障害児者が地域生活を継続できる地域基盤の充実を図っている。 

 

健康医療福祉部 医療政策課  TEL 077-528-3625

健康医療福祉部 医療福祉推進課 TEL 077-528-3520

健康医療福祉部 障害福祉課 TEL 077-528-3540

病院事業庁 経営管理課 TEL 077-582-5299

新卒者, 4

採用者, 12

採用に至らず, 
40

募集人数 56人

（本県の取組状況と課題） 

○ 県内の障害福祉関係団体が、会員事業所に行

ったアンケート調査では、昨年度１年間にお

いて正規職員 56 人の募集を行ったが、採用

できたのは 16 人でさらに新卒は４人という

状況であった。 
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〇 彦根城は、日本が世界遺産条約に批准した 

平成４年に世界遺産暫定一覧表に記載されて 

以降、すでに 30 年が経過。 

 

〇 令和５年７月に国の文化審議会から「彦根城 

は事前評価制度を活用して顕著な普遍的価値の 

検討を進めることが有効」との意見を受け、文化庁と協議を重ね事前評価申請書を作 

成し、９月に国からユネスコに提出。 

 

〇 今後、ユネスコ・イコモスとの対話に適切に対応し、より高い評価を得るためにも、

より緊密な情報共有など、一層の国の支援が必要。 

 

〇 令和６年 10 月には評価の結果が明らかになり、その後は、この評価を反映した推

薦書素案の作成など、彦根城の世界遺産登録をより確実にするため活動を開始。国に

おいても登録に向けて取組の更なる強化を要望。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望先】文部科学省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 彦根城の世界遺産登録を早期に実現することで、本県の文化財の魅力を広く発信す

る 

 彦根城のさらなる価値の探求や県内外での共有を進めるとともに、保存管理体制の

強化などを進めることで、世界遺産にふさわしい地域づくりを進める 

彦根城の世界遺産登録実現に向けた取組への支援 

彦根城の世界遺産登録に向けての一層の支援 

〇 彦根城の保存管理をより確実なものとし、早期の登録実現に向けて、推薦書作成

の加速に向けた支援の継続 

〇 事前評価制度に基づくユネスコ、イコモスとの対話への対応や適切な情報の共有、

彦根城の価値についての国際的な情報発信など、国と県の連携の一層の強化と、国

としての彦根城の世界遺産登録の着実な推進 

２．提案・要望の理由 

１．提案・要望内容 
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① 滋賀県と彦根市の取組 

〇 彦根城は、平成４年に、姫路城や法隆寺 

など 12 資産とともに、世界遺産暫定一覧 

表に記載された。 

〇 令和元年度に、滋賀県と彦根市で協定書 

を締結し、令和６年の登録実現を目標に、 

協働して作業を進めることを確認した。 

〇 令和２年度から滋賀県と彦根市で、作業母体として彦根城世界遺産登録推進

協議会を設立し、推薦書（素案）の作成・改訂に取り組んでいる。 

〇 令和３年度には、課題であった国際会議を開催し、国際的な評価を確認し

た。また、民間においても彦根商工会議所が中心になり、応援組織「世界遺産

でつながるまちづくりコンソーシアム」を設立された。 

〇 令和４年度には、国が「佐渡島の金山」を改めて推薦したことにより、当初

の目標であった令和６年度の登録実現は不可能になった。 

〇 令和５年７月４日に、国の文化審議会から彦根城は事前評価制度を活用する

ことが有効との意見を示された。これに従い、国とともに事前評価申請書を作

成し、９月に国からユネスコに申請書を提出された。今後、より高い評価が得

られるようユネスコ・イコモスとの対話に適切に対応していくことが必要とな

る。 
 

② 彦根城の顕著な普遍的価値 

○ 彦根城は、世界的にも注目される 250 年以上の安定を形成、維持した江戸時

代における統治の方針・在り方を、その特徴的な外観や平面構造によって示す

地域政治拠点の典型・代表例として世界的な価値がある。 
 

③ 最短での登録実現までのスケジュール  

○ 令和５年度 事前評価申請書をユネスコに提出（イコモスとの対話の開始） 

〇 令和６年度 事前評価結果の受理。評価を反映した推薦書（素案）の作成 

〇 令和７年度 国内推薦の決定を経て、推薦書のユネスコへの提出。 

〇 令和８年度 イコモスの現地調査 

〇 令和９年度 イコモスの勧告を経て、ユネスコ世界遺産委員会にて、彦根城

の世界遺産登録が決定 

 

（本県の取組状況） 

担当：文化スポーツ部 文化財保護課 

   彦根城世界遺産登録推進室 

TEL：077-528-4682 
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【提案・要望先】文部科学省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財補助事業の拡充 

○ 文化財所有者等が行う文化財の保存・活用 

の取組に対する支援の充実と補助事業に係 

る予算の確保を図ること 

 

 

 

 本県は、全国有数の文化財保有県であり、本県の文化財を次世代に継承していくた

め、文化財の保存と活用に関する種々の取組を着実に推進する 

１．提案・要望内容 

「知る・守る・活かす」 

文化財の保存継承に向けた取組への支援 

特別史跡安土城跡 

２．提案・要望の理由 

高木神社防災設備整備業 

 

○ 特別史跡安土城跡調査整備事業に

ついては、新たに 20 年計画で実施す

ることになったので、その着実な推

進のため、継続的な支援と予算確保

が必要。 

 

延暦寺根本中堂・廻廊 建造物保存修理 

○ 少子高齢化や過疎化、昨今の物価高騰など

を背景に、所有者等による文化財の維持管理

や保存修理・整備、防災施設整備等に要する

費用負担が困難になっている中で、文化財を

確実に次世代に継承していくため、文化財の

保存・活用の取組に対する支援の充実と補助

事業に係る予算確保が必要。 

○ 国宝・重要文化財建造物を対象とした防災施設整備事業については、新規事業

に要する予算確保が必要。 
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【安土城跡】 

○ 令和３年度・４年度に策定した「特別 

史跡安土城跡整備基本計画」に基づき、 

新たに「令和の調査・整備事業」とし 

て令和５年度から令和 24 年度までの 

20 年計画で特別史跡安土城跡調査整備 

事業を開始。 

 

【史跡・名勝】 

○ 史跡草津宿本陣や史跡永原御殿跡等の所有者等が、史跡等の適切な保存を図るた

めの保存修理や、文化財の価値を学びながら未来に継承し、その活用を図るための

整備工事を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定文化財管理事業】 

○ 指定文化財の所有者等が行う防災設備保守点検や建造物の小修理、名勝庭園 

等の荒廃防止等の管理費を支援する取組を実施。 

 

（本県の取組状況と課題） 

担当：文化スポーツ部 文化財保護課 

   管理係・建造物第一係・記念物係 

   TEL：077-528-4670 

【建造物】 

○ 国宝・重要文化財建造物を対象

とした防災施設整備事業につ

いては、延暦寺など６件を実施

中のほか、新たに苗村神社など

５件が計画済み。 

 

 

 

特別史跡安土城跡整備基本計画より 

苗村神社楼門 

御上神社本殿・拝殿 
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【提案・要望先】総務省、財務省、国土交通省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業）の確実
な予算措置 

○ 社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業）の柔軟な制度運用と効果促

進事業や駅周辺のまちづくり等に係る事業の優先採択 
 

(2) 安全・安心な輸送確保と利便性向上への重点的支援 
○ 輸送の安全確保に係る施設設備および利便性向上策等への重点的支援 

○ 旧再構築計画が終了した信楽高原鐵道に対する重点的支援の継続 

 

(3) 第三種鉄道事業者の鉄道資産取得に係る税制特例措置の創設 
○ 一般社団法人近江鉄道線管理機構の鉄道資産取得（譲受）に係る非課税措置  

(1) 社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業）の確実な予算措置 

○ 県東部地域の公共交通軸となる両鉄道の安全・安心な輸送確保と利用者の利便性、

快適性の向上を目指して、軌道の強化、乗り心地改善、駅の高度化、車両の更新等

を行う必要があること。 

○ 近年、物価上昇による資材費の高騰や電力価格の上昇に伴う動力費の増大により、

施設設備整備費や鉄道運行経費が大幅に増加しており、当初の想定を大幅に上回る

将来の維持管理コストが見込まれること。 

 

(2) 安全・安心な輸送確保と利便性向上への重点的支援 

○ 両地域鉄道は鉄道施設設備の老朽化が進んでおり、今後安全・安心な輸送を確保

するため更新、修繕に係る費用の更なる増加が見込まれるとともに、沿線住民・  

事業所や観光客等のニーズを踏まえた利便性やサービス向上を図るため、新たな 

設備投資等も行う必要があること。 

○ 信楽高原鐵道は令和４年度で旧再構築計画が終了しているものの、経営が十分に

改善されていないため、法改正に伴う新・再構築事業の認定を国より受けることに

より、国庫補助金の優先的な配分等の重点的な支援を受ける必要があること。 
 

(3) 第三種鉄道事業者の鉄道資産取得に係る税制特例措置の創設 

○ 第三種鉄道事業者となる「一般社団法人近江鉄道線管理機構」は地方公共団体で

はないことから、鉄道資産の取得（譲受）について登録免許税、不動産取得税、固

定資産税等の多額の税負担が生じること。 

県東部地域の地域公共交通再構築による拠点連携型 

まちづくりの実現（近江鉄道線・信楽高原鐵道） 

 県東部地域の地域鉄道を公共交通軸とした「拠点連携型都市構造」を具現化するた

め、近江鉄道線と信楽高原鐵道の鉄道事業再構築を推進する。 

１．提案・要望内容 

２．提案・要望の理由 
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①社会資本整備総合交付金を活用を想定する施設設備整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②上下分離移行後、鉄道事業運営に要する新たな経費等 

 

 

 

 

 

 

③信楽高原鐵道の利用者数と経営状況（旧再構築計画期間） 

 

（本県の取組状況と課題） 

担当：土木交通部県東部地域公共交通支援室 

TEL 077－528－3685 

上下分離後、沿線自治体は物価上昇による資材費の高騰による鉄道施設等の整備費

の負担増加に加えて、（一社）近江鉄道線管理機構の運営経費も負担することとなり、

持続的、安定的に鉄道事業を運営するためには多面的な支援が必要。 

社会資本整備総合交付金を最大限活用し、自治体の財政負担をできる限り軽減しな

がら、持続可能なかたちで安全・安心な運行確保と利便性の高い鉄道施設等の整備を

進めていく必要がある。 
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【提案・要望先】財務省、国土交通省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 北陸新幹線敦賀・新大阪間の整備に伴う「並行在来線」が 

存在しないことの確認  

○ これまで経営分離された「並行在来線」には、整備新幹線の通らない県や大都市

近郊区間の在来線はない 

(2) 北陸新幹線「敦賀」開業以降を見据えた北陸～県北部地域～ 

中京間のアクセスの向上および湖西線の利便性向上 

○ 北陸・中京間の結節点である米原駅発着の新幹線の増便、敦賀・米原間のリレー

快速の運行開始などにより、アクセスの向上を図ること 

○ 湖西線を運行する特急電車の停車駅や停車本数を増加することにより、利便性向

上を図ること 

(3) 鉄道駅のバリアフリー化の更なる推進 

○ 「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に「高架等の高所に設置された鉄軌道

駅」を追加 

鉄道ネットワークの維持・改善と鉄道駅の 

バリアフリー化の推進 

 本県の鉄道ネットワークの維持・改善および県北部地域の振興に向けた北陸新幹線開

業効果の最大化を図るとともに、鉄道駅のバリアフリー化整備による利用者の利便性

向上を目指す。 

１．提案・要望内容 

(1) 北陸新幹線敦賀・新大阪間の整備に伴う「並行在来線」が存在しないことの確認 

 

 

 

                                                        

 

(2) 北陸新幹線「敦賀」開業に合わせた北陸～県北部地域～中京間のアクセスの向上 

○ 北陸新幹線の敦賀開業の効果を広域に発現させ、中部圏地域（当県含む）の経済発

展につなげるとともに、人口減少や高齢化に伴う課題を抱える県北部地域の振興に

資するため、北陸～県北部地域～中京間のアクセスを向上する必要がある。 

(3) 鉄道駅のバリアフリー化の更なる推進 

○ JR 湖西線ではすべての駅が高架に設置されているにもかかわらず、利用者数の基

準を満たさない等により、19 駅中７駅がバリアフリー未対応。更なる高齢化等に対

応するためには、利用者数にかかわらず、エレベーター等の設置を積極的に推進す

ることが必要。 

②大都市近郊区間の在来線が「並行在来線」

として経営分離された事例はない。 

 例：九州新幹線 
博多・八代間
は鹿児島本線

として存続 

①これまでの整備新幹線で、新幹線の通ら

ない県で「並行在来線」の事例はない。 

２．提案・要望の理由 

敦賀

小浜

京都

新大阪
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(1)北陸新幹線敦賀・新大阪間の整備に伴う「並行在来線」が存在

しないことの確認 
【同趣旨の要望】 

 関西広域連合「北陸新幹線（敦賀・大阪間）の早期開業に関する要望書」（R4.10） 
 第 112 回近畿ブロック知事会「国土強靱化及び地方創生・生産性向上に資する高速交通イン

フラ整備の推進に関する提言」（R5.7） 
・ 「北陸新幹線の敦賀・新大阪間の整備に伴う並行在来線は、存在しないことを確認す

ること。」 

(2)北陸新幹線「敦賀」開業以降を見据えた北陸～県北部地域～ 

中京間のアクセスの向上および湖西線の利便性向上 

（敦賀開業時の課題） 

 

 

 

 

（対策案） 

 

 

 

(3) 鉄道駅のバリアフリー化の更なる推進 

 

                         

 

          

（本県の取組状況と課題） 

①北陸新幹線の金沢‐敦賀間の運行本数は 40 往復/日に対し、敦賀～米原間は特急

「しらさぎ」と各駅停車で計 23 往復/日で輸送力に差異が発生。その先の米原～名

古屋間においても、さらなる利便性の向上が必要。 

②湖西線を運行する特急「サンダーバード」の停車駅は堅田駅および近江今津駅の

２駅のみであり、停車本数は７本/日であることから、利便性が低い状況。 

①北陸～県北部地域～中京間のアクセス向上 
・特急「しらさぎ」を補完する「リレー快速」等の運行 
・東海道新幹線「米原駅」停車本数の時間あたり 1 本増（2 本/時⇒3 本/時） 
 
②湖西線の利便性向上 
・特急「サンダーバード」の停車駅（おごと温泉駅等）および停車本数の増加 

○ 本県では、これまでから「移動等円滑化

の促進に関する基本方針」に基づき鉄軌

道駅のバリアフリー化を推進しており、

県内 JR 駅は、利用者数 3,000 人以上では

全駅が整備済みまたは整備中、2,000 人以

上 3,000 人未満では３駅中２駅が整備済

み。(R4 年度乗降者数) 

○ 一方で、JR 湖西線では利用者数の基準

を満たさない等により、高架駅にも関わ

らずバリアフリー未対応駅が存在。 

JR 湖西線は全線が高架
であり、ホームまで建物
３階半に相当する長い
階段を上る必要がある 

北陸本線

近江塩津

湖西線

琵琶湖線

草津線

東海道本線

永原

マキノ

近江中庄

北小松

近江舞子

志賀

蓬莱

河毛

虎姫

田村

坂田

石部

醒
ヶ
井

近
江
長
岡

柏
原

近江今津

安曇川

（2,000 人以上）（2,000 人未満） 

 バリアフリー化整備済 

バリアフリー化整備中 

バリアフリー化未整備 

担当：土木交通部交通戦略課広域鉄道ネットワーク係 

TEL 077－528－3684 
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【提案・要望先】財務省、国土交通省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）県土の発展を支える道路整備の推進 

○ 防災・減災、国土強靱化５か年加速化対策については、残る期間における予算・財源の

確実な確保が必要。さらに、改正国土強靱化基本法を踏まえ、対策期間完了後において

も、国土強靱化に必要な予算・財源の継続的・安定的な確保が必要。 

○ 激甚化・頻発化する災害に備えるとともに、人や物の円滑な移動を確保するため、令

和７年秋開通予定箇所の１日も早い開通が必要。 

○ 名神名阪連絡道路は、約 30ｋｍの高規格道路であり、重要物流道路の計画区間に指定

されている。高規格道路の迂回や物流の定時性・安定性の確保のため、調査への財政支

援およびルート帯の決定など計画の具体化に向け、国・三重県と一層の連携が必要。 

○ 「滋賀・京都間の新しい国道１号バイパス」は、国道１号栗東水口道路等の開通後を見

据え、調査やバイパス計画の策定を推進し、計画段階評価の早期着手が必要。 

○ 国道８号彦根・東近江間は、渋滞箇所や事故危険区間が存在しており、安定的な物流

の確保や地域住民の安全確保のため、バイパスの早期事業化が必要。 

○ 国道 365 号栃ノ木峠道路は、脆弱な地質でのトンネル工事が想定され、国の高度な技

術力が不可欠であり、直轄権限代行に向けた直轄調査の実施および早期事業化が必要。 

（２）安全・安心や賑わいを創出する道路整備の推進 

○ 大雪時の円滑な交通確保に向け、除雪機械等の安定した稼働が重要であり、老朽化し

ている雪寒用建設機械を計画的に更新できるよう重点的な財政支援が必要。 

○ 道路インフラ施設の老朽化対策を着実に進めるため、道路メンテナンス事業補助によ

る財政支援が必要。 

○ 通学路の安全を早急に確保するため、歩道整備などの安全対策を計画的かつ集中的に

推進できるよう継続的な財政支援が必要。 

○ 世界に誇るナショナルサイクルルート「ビワイチ」の更なる地域ブランド価値向上に

向け、国内外のサイクリストへのサービス水準を高める通行空間や案内標識等の整備推

進に対する重点的な財政支援が必要。 

県土の発展と県民の安全・安心に資する道路整備の推進 

２．提案・要望の理由 

 災害脆弱性とインフラ老朽化を克服し強靱で信頼性の高い道路ネットワークを構築。 

道路保全課追記 

(1) 県土の発展を支える道路整備の推進 
○防災・減災、国土強靱化の推進 

○５か年対策プログラムで令和７年秋開通予定とされた直轄事業工区の早期開通 

○名神名阪連絡道路の調査への財政支援および計画の具体化に向けた一層の連携 

○「滋賀・京都間の新しい国道１号バイパス」の計画段階評価の早期着手 

○国道８号彦根・東近江間バイパスの早期事業化 

 ○国道 365 号栃ノ木峠道路の直轄権限代行に向けた直轄調査の実施および早期事業化 

(2) 安全・安心や賑わいを創出する道路整備の推進 
○大雪時の円滑な交通確保に向けた財政支援 

○道路インフラ施設の予防保全を基本とした維持管理への転換 

○「いのち」を守る道路環境の形成のための財政支援 

○ナショナルサイクルルート「ビワイチ」整備推進のための財政支援 

○TEC-FORCE 等を含む地方整備局の体制の充実・強化および資機材の更なる確保 

１．提案・要望内容 
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(1) 県土の発展を支える道路整備の推進 

● 防災・減災、国土強靱化の推進 

● ３か年緊急対策・５か年加速化対策により強靱な道路ネットワーク整備が加速 

整備例：国道４２１号（東近江市：佐目バイパス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ３か年緊急対策・５か年加速化対策により防災・老朽化対策が加速 

整備例：主要地方道彦根近江八幡線（彦根市～東近江市：愛知川橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：土木交通部 道路整備課  企画係     TEL 077－528－4132 

         道路保全課 防災安全係 TEL 077－528－4133  

上段：当初計画 下段：実施 

樋の谷橋：令和４年６月完成 

（本県の取組状況と課題） 

橋梁メンテナンス事業 

 

塗装修繕完了 

２巡目点検（R1-R4） 

判定Ⅲ・Ⅳの橋梁数 

至 八日市 IC 至 三重県 

２巡目点検では新たに 49 橋がⅢ判定 

予防保全への転換に向け更なる予算措置を！ 

１巡目点検で判定Ⅲ・Ⅳ橋梁の対策が R７年度末には概成予定（98％） 

 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

橋梁下部工事

橋梁上部工事

舗装工事
交通安全対策　等

 

3 か年 

緊急対策 
88 橋 

5 か年 
加速化対策 

79 橋 

3 か年 
緊急対策 

2 橋 
5 か年 
加速化対策 
44 橋 

１巡目点検（H26-H30） 
判定Ⅲ・Ⅳの橋梁数 

橋梁が２年前倒しで完成 

早期供用に向け 

更なる予算措置を！ 
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